
 

津市避難路沿道建築物耐震対策事業補助金交付要綱 

 

平成３０年９月２８日訓第４５号  

 

改正 令和元年１０月２１日訓第９号 

令和５年３月２７日訓第１２号 

令和６年３月２１日訓第１０号 

令和８年３月３１日訓第２７号 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、避難路沿道建築物の地震に対する安全性の向上を図り、

地震に強いまちづくりを進めるため、津市補助金等交付規則（平成１８年津

市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定に基づき補助金を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 避難路沿道建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第７条第２号に掲げる要安全確認計

画記載建築物のうち、その敷地が避難路に接する通行障害既存耐震不適格

建築物であって、昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手したもの

をいう。 

⑵ 避難路 法第５条第３項第２号の規定により三重県建築物耐震改修促進

計画に記載された道路をいう。 

⑶ 通行障害既存耐震不適格建築物 法第５条第３項第２号に規定する通行

障害既存耐震不適格建築物をいう。 

⑷ 耐震診断 耐震診断が実施されていない建築物又は耐震診断の結果が不

明である建築物に対し、法第１２条第１項に規定する技術指針事項（以下

「技術指針事項」という。）に基づき実施する耐震診断をいう。 

⑸ 耐震補強計画 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築

物に対し、建築物の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震

改修を行うための耐震補強計画であり、かつ、その内容について地震に対

する安全性を評価した結果、建築物が地震に対して安全な構造となるもの



をいう。 

⑹ 耐震改修 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物に

対して行う法第２条第２項に規定する耐震改修又は当該耐震改修に代えて

行う建替え若しくは除却であり、かつ、その内容について地震に対する安

全性を評価した結果、建築物が地震に対して安全な構造となるもの（建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第７条の２第５項

の規定に基づく検査済証の交付を受けることが確実であると認められるも

の（同法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定に基づく確認が不要な

場合及び耐震改修に代えて除却を行う場合を除く。）に限る。）をいう。 

⑺ 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委

員会に参加する団体が建築物の耐震診断の結果並びに耐震補強計画に関す

る評価及び判定を行うために設置した機関をいう。 

⑻ 補助対象建築物 避難路沿道建築物のうち、次のいずれにも該当するも

のをいう。 

  ア 建築基準法令の規定（建築基準法第６条第１項に規定する建築基準法

令の規定をいう。以下同じ。）に違反していない建築物（耐震関係規定

（法第５条第３項第１号に規定する耐震関係規定をいう。以下同じ。）

以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、当該違反の是正が行わ

れることが確実であると認められるものを含む。） 

イ 国及び地方公共団体以外の者が所有する建築物 

ウ 本市の区域内に存する建築物 

⑼ 一級建築士等 建築士法（昭和２５年法津第２０２号）第２条第２項に 

規定する一級建築士、同条第３項に規定する二級建築士及び同条第４項に

規定する木造建築士をいう。 

⑽ 耐震対策 避難路沿道建築物の耐震診断、耐震補強計画及び耐震改修で

あって、耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が技術指針事項

に基づき適切であると判定したものをいう。 

⑾ 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の用途を兼ねるもの

であって、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満

のものを含む。）をいう。 

 ⑿ マンション 共同住宅のうち、耐火建築物及び準耐火建築物であって、

延べ面積が１，０００平方メートル以上であり、地階を除く階数が３階以

上のものをいう。 



（名称） 

第３条 第１条の補助金は、「避難路沿道建築物耐震対策事業補助金」（以下

「補助金」という。）と称する。 

（補助事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、交付

の対象となる者（以下「交付対象者」という。）、交付の対象となる経費

（以下「交付対象経費」という。）、交付対象経費の限度額及び交付限度額

は、別表のとおりとし、予算で定める範囲内において、これを交付するもの

とする。 

２ 前項の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金は、一の補助対象建築物について各補助事業につき１回に限り、こ

れを交付するものとする。ただし、補助事業が複数年度にわたる場合は、こ

の限りではない。 

 （交付申請の期限） 

第５条 規則第３条第１項の別に定める期日は、補助事業に着手しようとする

日の３０日前とする。 

 （添付書類） 

第６条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書

類とする。 

⑴ 補助対象建築物の所有権を証する書類 

⑵ 補助対象建築物の付近見取図、配置図、平面図、断面図及び求積図 

⑶ 補助対象建築物が昭和５６年５月３１日以前の耐震関係規定の適用を受

けることを示す書類及び増築の時期等を示す書類 

⑷ 補助対象建築物が建築基準法令の規定に違反していないことを一級建築

士等が証する建築基準法令適合報告書（第１号様式） 

⑸ 耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断されたことが確認でき

る書類（耐震補強計画事業及び耐震改修事業に限る。） 

⑹ 耐震改修により建築物が地震に対して安全な構造となることが確認でき

る書類（耐震改修事業に限る。） 

⑺ 補助対象建築物の外観写真 

⑻ 耐震診断又は耐震補強計画の策定を行う者が建築物の耐震改修の促進に 

関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」という。） 



第５条第１項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し 

（耐震診断事業及び耐震補強計画事業に限る。） 

⑼ 補助対象建築物の耐震改修に係る建築確認済証（建築基準法第６条第１

項又は第６条の２第１項の規定に基づく確認が不要である場合及び耐震改

修に代えて除却を行う場合を除く。）（耐震改修事業に限る。） 

⑽ 交付対象経費に係る見積書の写し 

⑾ 補助対象建築物が区分所有又は共有である場合は、耐震対策の実施につ

いて全ての所有者の承認を得ていることが確認できる書類 

⑿ 補助金の交付請求及び受領を耐震対策を行う建築士事務所等に委任する

場合にあっては、補助金代理請求及び受領予定届出書 

⒀ その他市長が必要と認める書類 

 （全体設計の承認申請等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補

助事業が複数年度にわたる場合は、規則第３条第１項の規定による申請書

（規則第１号様式）を提出する日までに、全体設計（変更）承認申請書（第

２号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、申請者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、交付対象経費の総額を変更する場合について準用する。 

（実績の報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める書類を添えてこれを行わなければならない。 

 ただし、補助事業が複数年度にわたる場合にあっては、第１号ア及びイ、第

２号ア及びイ並びに第３号ウに掲げる書類は、当該補助事業が完了した日の

属する年度において提出するものとする。 

⑴ 耐震診断事業 

  ア 法第７条の規定により報告した書類の写し 

  イ 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が、補助対象建築物 

の耐震診断の結果について、技術指針事項に基づき適切であると判定し

た書類の写し 

  ウ 耐震診断に係る契約書及び領収書の写し 



  エ その他市長が必要と認める書類 

⑵ 耐震補強計画事業 

  ア 耐震補強計画書及び設計図書 

  イ 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が、補助対象建築物 

の耐震補強計画の結果について、技術指針事項に基づき適切であると判

定した書類の写し 

  ウ 耐震補強計画の策定に係る契約書及び領収書の写し 

  エ その他市長が必要と認める書類 

⑶ 耐震改修事業 

  ア １級建築士等による適合証明書（第３号様式） 

イ 施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の写真 

  ウ 補助対象建築物の耐震改修に係る検査済証 

エ 耐震改修に係る契約書及び領収書の写し 

オ その他市長が必要と認める書類 

（書類の整理等） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書

類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならな

い。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この訓は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ 次に掲げる訓は、廃止する。 

 ⑴ 津市避難路沿道建築物耐震診断事業補助金交付要綱（平成２８年津市訓

第３７号） 

 ⑵ 津市避難路沿道建築物耐震補強計画事業補助金交付要綱（平成２９年津

市訓第４５号） 

   附 則（令和元年１０月２１日訓第９号） 

１ この訓は、令和元年１０月２１日から施行する。 

２ 改正後の津市避難路沿道建築物耐震対策事業補助金交付要綱の規定は、こ

の訓の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係

る補助金については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月２７日訓第１２号） 



 この訓は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２１日訓第１０号） 

 この訓は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年３月３１日訓第２７号） 

 この訓は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第４条関係） 

補助事業 交付対象者 交付対象経費 交付対象経費の限度額 交付限度額 

１ 耐震診断事業 補助対象建築物

の耐震診断を省

令第５条第１項

各号のいずれか

に掲げる者に行

わせ、法第７条

の規定による報

告を行う者 

令和１３年３月３１

日までに実施する耐

震診断に要する費用 

 

次に掲げる額（設計図書の復元、 

耐震判定委員会の判定等通常の耐 

震診断又は耐震補強計画の策定に 

要する費用以外の費用を要する場 

合にあっては、当該耐震診断又は 

耐震補強計画の策定に要する費用 

にそれぞれ１，５７０，０００円 

を限度として加算した額） 

⑴ 面積が１，０００平方メート 

ル以内の部分 １平方メートル 

につき３，６７０円 

⑵ 面積が１，０００平方メート 

ルを超えて２，０００平方メー 

トル以内の部分 １平方メート 

ルにつき１，５７０円 

⑶ 面積が２，０００平方メート 

ルを超える部分 １平方メート 

ルにつき１，０５０円 

補助対象建築物１棟につき交付対

象経費に１０分の１０を乗じて得

た額 

２ 耐震補強計画

事業 

補助対象建築物

の耐震補強計画

の策定を省令第

５条第１項各号

のいずれかに掲

げる者に行わせ

る者 

令和１３年３月３１

日までに実施する耐

震補強計画の策定に

要する費用 

補助対象建築物１棟につき交付対

象経費に６分の５を乗じて得た額 

３ 耐震改修事業 補助対象建築物

の耐震改修を行

う者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和１３年３月３１

日までに着手する耐

震改修に係る工事に

要する費用（天井に

係る耐震改修工事費

を除き、建替え又は

除却をする場合にあっ

ては、耐震改修工事

費相当分とする。） 

次に掲げる額。ただし、建替えを 

する場合は、除却面積を対象とす 

る。 

⑴ 住宅（マンションを除く。） 

  １平方メートルにつき３９， 

９００円 

⑵ マンション １平方メートル 

につき５１，７００円（耐震診

断の結果、構造耐震指標の値が

０．３未満相当である場合にあ 

っては、１平方メートルにつき

５６，９００円、免震工法等の 

特殊な工法による場合（建替え

又は除却をする場合を除く。次

号において同じ。）にあっては

補助対象建築物１棟につき交付対

象経費に１５分の１１を乗じて得

た額 



 

 

 

１平方メートルにつき８６，４

００円） 

⑶ 建築物（住宅及びマンション 

を除く。） １平方メートルに 

つき５７，０００円（耐震診断

の結果、構造耐震指標の値が０ 

．３未満相当である場合にあっ 

ては、１平方メートルにつき６ 

２，７００円、免震工法等の特 

殊な工法による場合にあっては 

１平方メートルにつき９３，３ 

００円） 



第１号様式（第６条関係）  

建築基準法令適合報告書  

    年  月  日   

  （宛先）津市長  

（    ）建築士 （   ）登録  第    号   

建築士の氏名        ㊞   

避難路沿道建築物について、建築基準法令の適合性を調査しましたので 

次のとおり報告します。 

 １ 所有者 

氏名  

住所  

２ 建築物 

所在地 津市 

用途地域  

防火地域  

主要用途  

構造      造 

延べ面積      ㎡ 

階数 地上  階・地下  階・塔屋  階 

建築着工年月日     年  月  日 

建築確認済証番号 □無 □有 

（    年  月  日 第   号） 

完了検査済証番号 □無 □有 

（    年  月  日 第   号） 

 ３ 調査結果 

  建築基準法との適合確認 □適法 □既存不適格 □違反 

 既存不適格又は違反の場合、次の内容を記載すること。 

既存不適格又は違反の内

容 

 

既存不適格又は違反に係

る是正の内容及び時期 

 

 



 増改築が行われている場合、次の内容を記載すること。  

増改築履歴 □無 □有 

建築確認済証番号 □無 □有 

（    年  月  日 第   号） 

増改築の内容  

 

※ 建築士の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。  

  



第２号様式（第７条関係）  

                          年  月  日  

（宛先）津市長  

                    申請者                         

住 所             

氏 名         ㊞   

電話番号            

 

全体設計（変更）承認申請書  

このことについて、全体設計の（変更）承認を受けたいので、津市避難

路沿道建築物耐震対策事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により下記

のとおり申請します。  

記  

１ 補助対象建築物  

   補助事業   ： 耐震診断事業・耐震補強計画事業・耐震改修事業  

   建築物の名称 ：  

   所在地    ：  

   用途     ：  

   階数     ： 地上  階 ・ 地下  階 ・ 塔屋  階  

   構造     ：         造  

   延べ面積   ：         ㎡  

   建築着工年月日：     年  月  日  

２ 全体設計表  

 全体計画  
年度別計画      

  年度    年度    年度  

補助事業経費  千円  千円  千円  千円  

補助事業経費

の上限額  
千円  千円  千円  千円  

補助申請額  千円  千円  千円  千円  



（注） 全体設計の変更を申請する場合は、変更前の計画を上段に括弧書  

きで記載し、変更後の計画をその下段に記載すること。  

３ 事業期間  

年  月から    年  月まで  

 ４ 全体設計の承認を必要とする理由 

  □ 交付決定を受ける年度内に事業が完了しないため。  

  □ 事業期間が長期（１年以上に）わたるため。  

  □ その他（                     ）  

 ※ 申請者の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

適合証明書 

              年  月  日  

 

この報告に係る建築物の耐震改修工事の内容と避難路沿道建築物耐震対

策事業補助金交付申請書に記載されている建築物の設計内容の適合状況は、

次のとおりであることを証明する。 

（    ）建築士 （   ）登録  第    号   

            建築士の氏名        ㊞   

（注） 除却工事の場合、建築士を除却工事施工者と読み替え、建築士登

録番号に代えて会社名、建設業法の登録番号及び建築士の氏名を代

表者名として記入することも可とする。  

１ 対象建築物の概要 

名称  

所在地  

用途  

構造・階数  

耐震工法等 □ 耐震改修 □ 耐震改修（免震工法等） □ 建替え  

□ 除却 

２ 適合状況 

避難路沿道建

築物耐震対策

事業補助金交

付申請書に記

載されている

耐震改修工事

の内容と実際

の耐震改修工

事の内容の適

合確認（確認

し☑を記入） 

□⑴ 現地において、耐震改修工事の状況及び耐震改修

工事が完了していることを確認している。 

□⑵ その上で避難路沿道建築物耐震対策事業補助金交

付申請書（交付変更申請を行った場合にあっては、最

終の申請書）に記載されている耐震改修工事内容と、

実際の耐震改修工事内容が適合していることを確認し

ている。 

□⑶ 物件の写真のうち耐震改修工事の施工前、施工中

及び施工後の耐震改修工事箇所の写真について、実際 

の耐震改修工事箇所のものであることを確認している。 

上記⑵で適合が確認されない場合、次の内容を確認すること。 



⑷ 交付申請時（変更承認申請を行った場合にあ 

っては、最終申請時）からの設計変更の有無 
有・無 

⑸ 耐震改修の結果、建築物が地震に対して安全 

な構造となるとして認められた内容に関する変 

更の有無 

有・無 

（注） 建築基準法第６条第１項に定める「建築物の計画変更の内容」又 

は完了検査申請書「確認以降の軽微な変更の概要」欄に記載した事 

項がある場合は、⑷については「有」とすること。 

⑸で「有」を選択した場合、次の内容を記載すること。 

耐震改修の結果、建築

物が地震に対して安全

な構造となると認めら

れた内容 

 

変更の概要 

耐震改修の結果、建築

物が地震に対して安全

な構造となると認めら

れた内容に影響を与え

ないと判断した理由 

   

 ※ 建築士の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。  


